
 

新入生のみなさんへ 

202６年度奨学金のご案内 
 

本学の奨学金制度には、①経済的理由で修学に支障をきたす場合、一定の金額を給付あるいは貸与することにより学資

の負担を少しでも軽減し、勉学に専念できるよう援助することを目的とした制度と、②正課や正課外活動で顕著な成績を

修めた学生への支援を目的とした制度があります。以下①の奨学金制度について説明します。（②の概要は本学HP掲載の

奨学金ガイドでもご覧いただけます。https://www.kwansei.ac.jp/campuslife/scholarships_undergraduate/） 

なお、外国籍の方で、在留資格が「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方も以下の奨学金

の利用資格を有します。 

※上記以外の在留資格の場合は、外国人留学生奨学金の対象です。ただし、「定住者」、「家族滞在」の方は、一定の条件

を満たす場合は外国人留学生奨学金の対象外となり、この案内の奨学金の対象となりますので、事前に国際教育・協力セ

ンターまでご相談ください。なお、出願資格を有するのは、在学期間を通じ(ただし標準修業年限を超過した場合を除く)外

国人留学生奨学金か、この案内に記載の奨学金のいずれか一方のみです。もし、外国人留学生奨学金への出願を認められ

た場合は、原則この案内の奨学金へ出願することはできません。 

外国人留学生奨学金の問い合わせ先 ： 国際教育・協力センター(Email：intl-scholarship@kwansei.ac.jp） 

 

１. 関西学院大学入学時貸与奨学金（入学前に手続き） 

本学への入学を強く希望する方が、経済的な理由によって入学を断念することがないように、入学手続き時の学費負担

の軽減を目的とした奨学金です。 

この奨学金を希望する方は、以下の要領にて出願してください。なお、最新の情報はホームページにてご確認ください。 

（ https://www.kwansei.ac.jp/campuslife/scholarships_undergraduate/nyuugakuji.html） 
 

出 願 資 格 

本学の入学試験に合格し、入学申込金を完納（入学手続Ⅰ完了）した方のうち、入学時の学費

納入（入学手続Ⅱ）が極めて困難な方。 

※災害等による学費減免措置を受けている方および学費その他諸費を完納した方(入学手続Ⅱ

完了者)は出願できません。 

※入学申込金は所定の期日までに必ず納入しておいてください。 

貸 与 金 額 

文系学部＊１ 

人間福祉学部  

国際学部  

理系学部＊2  

470,000円 

580,000円 

630,000円 

760,000円 

文学部（総合心理科学科）

教育学部  

総合政策学部  

理学部（数理科学科） 

560,000円 

630,000円 

640,000円 

740,000円 

    採 用 人 数 全学部合わせて80名 

出 願 書 類 

・ 

採 否 発 表 

関西学院大学ホームページより「2026年度関西学院大学入学時貸与奨学金出願のしお

り」と願書をダウンロードしてください。 

願書請求期間、出願期間は合格発表日によって異なりますので、ホームページまたはダウ

ンロードしたしおりにて必ずご確認ください。 

願書等をダウンロードできない場合は学生課までご相談ください。 
 
＜ホームページURL＞ 

https://www.kwansei.ac.jp/campuslife/scholarships_undergraduat

e/nyuugakuji.html 

出 願 書 類 
入学時貸与奨学金願書、所得証明書（令和6年分）  、その他の証明書（特別な事情がある場合のみ) 

※詳細は「2026年度関西学院大学入学時貸与奨学金出願のしおり」にて確認してください。 

＊1 文系学部＝神・文（総合心理科学科を除く） ・ 社・法・経・商 

＊2 理系学部＝理（数理科学科を除く） ・工・生命・建築 

 

〒662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155 

 

 

 
https://www.kwansei.ac.jp/campuslife/scholarships_undergraduate/ 

平 日 ～11：30 ／  

 



 

２. 入学後に手続きをする奨学金について （日本学生支援機構奨学金、関西学院大学支給奨学金等） 

入学後に出願できる奨学金として「日本学生支援機構奨学金」、「関西学院大学支給奨学金」等があります。いずれの奨学金

も学力、経済状況、人物により選考されますが、それぞれの種類で趣旨、出願資格、金額、返還の有無などに相違があります

ので、希望者はその点を理解のうえ出願してください。 

 

【募集について】 

日本学生支援機構奨学金については、「奨学金出願説明会」を入学後の新入生オリエンテーションイベントの中で実施

します。（多子世帯対象の授業料等減免手続き含む）詳細は、入学以降に配布されるリーフレットを確認してください。 

なお、関西学院大学支給奨学金については秋学期（8～９月頃）に募集します。詳細は、本学のポータルサイトkwicで

ご案内します。 

 
【種類と内容について】 

 
■給付型奨学金 （返還義務のない奨学金） 

種 類 奨 学 金 額 備 考 

 

日本学生支援機構 

給付奨学金（月額） 

世帯の所得金額に基づく区分（第Ⅰ～Ⅳ区分）により定まる。  

自 宅 生   9,600円～38,300円 

自宅外生 19,000円～75,800円 

・4月（入学後すぐ）の募集 

（9月に2次募集あり) 

授業料・入学金 

の減免（年額） 

世帯の所得金額に基づく区分（第Ⅰ～Ⅳ区分）により定まる。

※多子世帯は、区分に関わらず上限額 

授業料減免： 上限  700,000円 

入学金減免： 上限  200,000円 

原則、「日本学生支援機構給

付奨学金」への出願が必要で

す。 

関西学院大学 

支給奨学金（年額） 

自 宅 生  250,000円 

自宅外生     350,000円 

・秋学期（8～9月頃）募集予定 

・年額を秋学期に一括交付 

地方自治体奨学金 

民間育英団体奨学金 

本学のポータルサイトkwicにて随時ご案内。(4月1日から案内を開始) 

各団体の奨学金額等は、kwicで確認してください。 

※本学に推薦指定枠がある団体の奨学金は、4/1～4/10（予定）で募集します。 

  ＊「高等教育の修学支援新制度」は国による修学支援制度で、給付奨学金と授業料等減免の2つの制度の総称です。多子世帯へ

の支援はこのうち授業料減免制度について世帯収入の制限をなくしたものです。制度の詳細は、文科省ホームページ

（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm）にてご確認ください。 

 

■貸与型奨学金 （返還義務のある奨学金） 

種 類 奨 学 金 額 備 考 

日本学生支援機構 

第一種奨学金 

〔無利子〕(月額) 

自 宅 生 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円 

自宅外生 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円 

64,000円から希望月額を選択 

・4月（入学後すぐ）の募集 
（9月に2次募集あり) 

・返還期間は13～20年 

(借用金額により異なる) 

・第二種のみ卒業後利子あり 

日本学生支援機構 

第二種奨学金  

〔有利子〕 (月額) 

20,000円～120,000円（10,000円単位）から希望月額を 

選択 

 

３.  進学届について（対象：日本学生支援機構奨学生採用候補者） 

大学入学前に日本学生支援機構奨学生採用候補者に内定している方は、高校等で交付される「採用候補者の皆さんへ」「採

用候補者決定通知」をまず熟読してください。全員インターネットを用いて進学届を提出（送信）していただきますが、手続きの

流れは以下のとおりですので、採用候補者の方は確実に手続きを行ってください。 

※「採用候補者決定通知」の給付奨学金の選考結果欄に『多子世帯』として候補者決定の記載がある方も、新入生オリエンテ

ーションイベントの奨学金説明会に参加してください。 

 
【手続きの流れ】 

①入学後、「日本学生支援機構【採用候補者対象】進学届手続説明会」（4月初旬実施予定）に出席し、「採用候補者決定通知（進

学先提出用）」を提出し、大学固有のパスワードを受け取る。 

②インターネットによる進学届の提出（送信）を行う。 

③登録口座で入金を確認する。 

④採用関連書類を受け取り、必要な手続きを行う。 
 
※説明会は、入学後の新入生オリエンテーションイベントの中で実施します。詳細は、入学以降に配布されるリーフレット

を確認してください。 
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https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm


 

 

４.  在学猶予について（対象：以前に日本学生支援機構奨学生であった人） 

入学後に、日本学生支援機構のスカラネットパーソナルから手続きを行ってください。 

（https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/）送信時に必要な学校番号は、所属学部掲示板で確認するか、学内の 

日本学生支援機構奨学金窓口（0798-54-7484）までお問い合わせください。 

 

５. 提携教育ローンについて 

「提携教育ローン」は、学生本人もしくは保証人に対して、特定金融機関（三井住友銀行、三井住友カード＊1）が、特別利

率で貸付を行うものです。また、提携教育ローンを利用し、在学中支払った利息分を大学が支給する「利子補給奨学

金（年度単位で申請＊２）」に出願することもできます。 

2026年度入学前に提携教育ローンの利用を希望される場合は、学生課までお問い合わせください。 

＊１ 三井住友カードについては、在学生が対象のため、入学前の利用はできません。（入学手続Ⅰ・Ⅱでは利用不可） 

＊２ 出願期間に休学している場合は申請できません。 

 

 

以上 

 


